
 浦安観光コンベンション協会補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

 

  令和５年３月31日 

 

浦安市長  内 田 悦 嗣 



浦安市告示第 28 号 

 

   浦安観光コンベンション協会補助金交付要綱の一部を改正する告 

   示 

 

 浦安観光コンベンション協会補助金交付要綱（平成７年告示第125号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条中「20,450,000円」を「22,500,000円」に改める。 

 別記第７号様式中「○印 」を削る。 

 

附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 


